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感染症の発生又はまん延防止のための措置
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第１６号)

指定介護事業者は、当該指定介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次
の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該指定介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会をおおむね六月に一回以上開催するとともに、そ

の結果について、 従業員等に周知徹底を図ること。 

二 当該指定介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための

指針を整備すること。

三 当該指定介護事業所において、従業員等に対し、感染症の予防及びまん

延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
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「業務継続計画」の策定等
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第１６号)

一 指定介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対

する指定介護サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制

で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

二 指定介護事業者は、従業員等に対し、業務継続計画について周知するとと

もに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

三 指定介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて

業務継続計画の変更を行うものとする
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衛生管理のための措置(レジオネラ症対策・その１)
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第１６号)

指定介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、
衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を措置を講じなければならない。

水質検査の頻度について(個人用のものを除く)

(水質基準：レジオネラ属菌が100ml中に10cfu未満)

• 原水の検査
水道水を用いない原水  年１回以上
(例：温泉水・井戸水・地下水等)

• 浴槽水の検査
①塩素系消毒をしていない  年４回以上
 ②塩素系消毒をしている
 ア、２４時間以上連続して循環水を使用している 年２回以上
イ、毎日完全換水している  年１回以上

参考「香川県特定入浴施設におけるレジオネラ症の発生の防止に関する指導要綱」
  （令和６年11月１日改正）
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衛生管理のための措置(レジオネラ症対策・その２)
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第１６号)

指定介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、
衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を措置を講じなければならない。

浴槽水の消毒・遊離残留塩素濃度の測定

• 塩素系薬剤を使用する場合は、浴槽水中の遊離残留塩素濃度は頻繁に
測定して記録し、通常1ℓにつき0.4㎎程度に保ち、かつ、最大で１ℓ
につき1.0㎎を超えないように努める等適切に管理を行うこと。

• また、温泉水及び井戸水を利用する場合又は塩素消毒以外の方法によ
り消毒を行う場合は、それぞれの場合に応じた適切な維持管理を行う
こと。

• 適切な遊離残留塩素濃度を保つための「頻繁な測定」については次記
の資料等を参照し、適切に運営すること。
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衛生管理のための措置(レジオネラ症対策・その３)
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第１６号)

指定介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、
衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を措置を講じなければならない。

浴槽水の消毒・遊離残留塩素濃度の測定

• 水質基準のための水質検査とは別に、浴槽水の遊離残留塩素濃度を頻
繁に（1 時間毎、あるいは2 時間毎など）測定する必要があります。
塩素系消毒剤の注入、遊離残留塩素の消失、溢水や加水、入浴者数な
どの要因により濃度が容易に変化します。基準値を下回ると生物膜が
形成され、レジオネラ属菌が増殖する可能性がありますので、頻繁に
濃度を測定して低ければ上げるようにする必要があります。

         資料：厚労省 入浴施設の衛生管理の手引き 令和４年５月

     （ページ３９ （２）遊離残留塩素濃度の測定より引用）
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衛生管理のための措置(レジオネラ症対策・その4)
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第１６号)

指定介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、
衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を措置を講じなければならない。

 循環式浴槽、貯湯槽、シャワー設備の衛生措置
• 浴槽水は原則毎日完全に入れ替える。ただし、循環水を用いている場

合であって、1週間に1回以上完全に入れ替えるときはこの限りでない。
• 貯湯槽の湯温は６０℃以上に保つ。ただし浴槽水の消毒の例に準じて

貯湯槽内の原水の消毒を行う場合はこの限りでない。
• 貯湯槽は定期的に清掃を行う。
• 集毛器は毎日清掃及び消毒を行う。
• シャワーは少なくとも週に 1 回、内部の水が置き換わるように通水す

る。
• シャワーヘッドとホースは 6 か月に 1 回以上点検し、内部の汚れと

スケールを 1 年に 1 回以上洗浄、消毒する。
• 衛生措置に関する点検結果は３年間保管する。
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香川県高齢者介護施設・事業所における感染対策マニュアルについて

香川県感染対策マニュアル改訂の経緯

• 平成18年2月 「香川県高齢者介護施設等における感染対策マニュアル」作成
• 平成19年3月 「香川県高齢者介護施設等における感染対策マニュアル」一部改正
• 平成21年5月 「香川県高齢者介護施設等における感染対策マニュアル」一部改正
• 令和7年12月   「香川県高齢者介護施設・事業所における感染対策マニュアル」改訂

「高齢者介護施設等における感染対策マニュアル(2019 年 3 月厚労省)」
及び「介護現場における感染対策の手引き第 3 版（令和 5 年 9 月厚労
省）」から、国の最新の知見や県の実情等を踏まえ、今回本マニュアル
の改訂を行った。

香川県ホームページ掲載場所
「リスクマネジメント・感染対策マニュアル」のページ
https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/252/manyuaru.pdf
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急性呼吸器感染症（ARI）に関する施設等内感染予防の手引 
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はじめに 

 本急性呼吸器感染症施設等内感染予防の手引（以下「手引」という。）は、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。）に基づいて

作成された急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針（令和７年厚生労働省告示第296号）にお

いてその策定が定められているものであり、学校、社会福祉施設等（高齢者、児童、障害者等が集団

で生活又は利用する社会福祉施設、介護老人保健施設等をいう。以下同じ。）、医療機関等（以下「施

設等」という。）での急性呼吸器感染症感染防止に関する対策をまとめたものである。 
 本手引は、標準的なものであり、各施設等においては、本手引を参考にしながら感染防止対策を講

ずることが重要である。特に重症化するリスクの高い者が多く利用する医療機関等及び社会福祉施設

等においては、必要に応じ、利用者、施設の設備・構造、関連施設の有無等、施設等の特性に応じた

各々の施設等における手引を作成しておくことが重要である。 

 

第１章 急性呼吸器感染症について 

１．急性呼吸器感染症の基本 

（１）急性呼吸器感染症の流行 

急性呼吸器感染症の中には、夏季や冬季に患者が増加するといった季節的な流行の特性がある感染

症もある一方で、通年にわたって患者発生が報告される感染症もある。したがって、急性呼吸器感染

症に対しては、通年の感染防止対策を行いつつ、流行期に適時に対策を強化することが重要である。 

 

（２）急性呼吸器感染症に含まれる感染症とその特徴 

・ 本手引の対象となる急性呼吸器感染症は、ＲＳウイルス感染症、咽頭結膜熱、インフルエンザ、

Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎、オウム病、クラミジア肺炎、新型コロナウイルス感染症、百日咳(せ

き)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎及びレジオネラ症に加え、ヒトメタニューモウイルス

感染症、肺炎球菌感染症等を含む急性の呼吸器症状を呈する感染症である。 

・ これらの急性呼吸器感染症は、ウイルスや細菌など多様な病原体によって引き起こされ、臨床的

には急性の上気道炎（鼻炎、副鼻腔炎、咽頭炎、喉頭炎）又は下気道炎（気管支炎、細気管支炎、

肺炎）を呈するものであり、飛沫感染、エアロゾル感染、接触感染等を中心に感染が拡大し、場合

によっては、り患後に重症化する等の特徴を持っている。 

 

（３）急性呼吸器感染症の感染予防 

・ 急性呼吸器感染症の発生の予防及びまん延の防止においては、国民ひとりひとりが手指衛生や咳

(せき)エチケット等による感染症の予防に取り組むことが重要である。 

・ その予防の基本は、日頃からの十分な休養とバランスのとれた栄養の摂取、外出時の不織布（ふ

しょくふ）製マスクの着用、外出から戻った際の手洗い等の方法がある。 

※ 不織布とは、繊維を絡ませたり、接着剤や熱で固めたりしてシート状にし、糸や布を織らずに作られた布状の素材のこ

と。 
補足：ウイルスは、患者の咳・くしゃみによって気道分泌物の小粒子（飛沫）に含まれて周囲に飛散する。この小

粒子の数については１回のくしゃみで約200万個、咳で約10万個といわれている。その際、比較的大きい粒子は患

者からおよそ１～1.5メートルの距離であれば、直接に周囲の人の呼吸器に侵入してウイルスの感染が起こる（飛

沫感染）。また、患者の咳、くしゃみ、鼻水などに含まれたウイルスが付着した手で環境中（机、ドアノブ、スイ
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ッチなど）を触れた後に、その部位を別の人が触れ、かつその手で自分の眼や口や鼻を触ることによってウイル

スの感染が起こる（接触感染）。感染の多くは、この飛沫感染と接触感染によると考えられているが、飛沫核感染

（ごく細かい粒子が長い間空気中に浮遊するため、患者と同じ空間にいる人がウイルスを吸入することによって

起こる感染）も、状況によっては成立することがあると考えられている。 

 

表１：感染症法上の急性呼吸器感染症（ARI）に関する特定感染症予防指針の対象疾患の概要 
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２．個別の感染症について 

 急性呼吸器感染症のうち、特にインフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症については、急性呼吸

器感染症に関する特定感染症予防指針にも各論として記載されているとおり、インフルエンザは乳幼

児・高齢者が罹患した場合は重症化・合併症が問題になり、個別予防接種推進指針の対象であること、

新型コロナウイルス感染症については５類感染症に位置づけられてから間もなく、乳幼児・高齢者のほ

か、一定の基礎疾患を有する者に重症化リスクがあることなどを踏まえ、インフルエンザ及び新型コロ

ナウイルス感染症については、手引においても、各論として基本的な事項を以下のとおり記載する。 

 

２-１．インフルエンザ 

（１）インフルエンザの流行 

インフルエンザは、10月下旬頃から散発的に発生し、その後、12月下旬から１月にピークを迎えた

後、急速に患者数の減少を経て、４月上旬頃までに終息する（夏期に流行する地域もある。）。 

 

（２）インフルエンザウイルスの特性 

・ インフルエンザウイルスは、膜の表面にヘマグルチニンとノイラミニダーゼの２種類の突起を有

しており、この２種類の突起は、Ｈ、Ｎと略されている。また、核蛋白複合体の抗原性の違いから、

インフルエンザウイルスはＡ型、Ｂ型、Ｃ型に分類される。インフルエンザの予防は、この突起（特

にＨ）に対する防御のための抗体を持っているかどうかが鍵を握る。 

・ 現在、ヒトの世界で流行しているのは、Ａ／Ｈ１Ｎ１型ウイルス、Ａ／Ｈ３Ｎ２型ウイルス、Ｂ

型ウイルスの３種類であり、これらのウイルスの違いで症状等に大きな違いはないといわれている。 

 

（３）インフルエンザの症状 

・ 潜伏期間は１から３日程度。典型的な症状には、38度以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身

倦怠感等があり、比較的急速に現れる。併せて、のどの痛み、鼻水、咳等の症状も見られる。 

・ 熱は急激に上昇して、第１～３病日目には、体温が38～39℃あるいはそれ以上に達した後、諸症

状とともに次第に回復し、１週間程度で快方に向かう。 

・ 子どもではまれに急性脳症を、高齢者や免疫力の低下している人では細菌による肺炎を伴う等、

重症になることがある。なお、高齢者の場合には典型的な症状（高熱と全身倦怠）を示すことなく、

微熱や長引く呼吸器症状のみを呈する場合も少なくない。 

 

（４）インフルエンザの診断 

・ 特有の臨床症状、所見はなく、確実な診断にはウイルス学的診断が必要である。咽頭または鼻腔

の拭い液あるいはうがい液を検体としたウイルス分離、PCR（ポリメラーゼ連鎖反応）法などによ

るウイルス遺伝子の検索があり、簡便なものとして各種の迅速診断用キットによるウイルス抗原の

検出が普及している。 

・ 血清学的検査としては患者から急性期（または初診時）及び回復期（発病２週間後）に採取した

ペア血清について、赤血球凝集抑制試験（HI試験）等が行われている。 

・ インフルエンザの臨床症状は他の急性熱性疾患と類似しており、特に呼吸器症状を伴う疾患（例：

RSウイルス感染症、ヒトメタニューモウイルス感染症、肺炎など）との鑑別が重要です。症状の経

過、流行状況、検査結果を総合的に評価する必要がある。 
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（５）インフルエンザの治療 

・ 安静にして休養をとることや対症療法のほかに、抗インフルエンザウイルス薬が用いられること

もある。 

・ 抗インフルエンザウイルス薬としてはＡ、Ｂ両型に有効なノイラミニダーゼ阻害薬のリン酸オセ

ルタミビル（内服）、ザナミビル（粉末吸入）、ラニナミビル（粉末吸入）、ペラミビル（点滴投与）、

バロキサビル（内服）、Ａ型インフルエンザに対して有効なアマンタジン（内服）がある。これら

の効果は、症状出現からの時間や病状により異なり、また、全ての患者に対して必須ではないため、

使用は医師の指示に沿った内服が必要である。 

・ なお、抗インフルエンザウイルス薬については、耐性獲得の問題があり、特にアマンタジンに対

しては高頻度に耐性を獲得しており、また最近はオセルタミビルについても、耐性ウイルスの出現

が見られているため、情報に注意されたい。 

 

（６）インフルエンザの予防 

・ インフルエンザの予防の基本は、日頃からの十分な休養とバランスのとれた栄養の摂取、外出時

の不織布製マスクの着用（２歳未満の乳幼児に対しては、着用は奨められない）、外出から戻った

際の手洗いに加え、定期接種の対象となる者においてはワクチン接種等の方法がある。 

 

２-２．新型コロナウイルス感染症 

（１）新型コロナウイルス感染症の流行 

新型コロナウイルス感染症は、令和５年５月８日から感染症法上の位置付けを５類感染症に変更し

て以降、夏と冬に流行する傾向がある。 

 

（２）新型コロナウイルスの特性 

・ 新型コロナウイルスは、コロナウイルスのひとつであり、一般の風邪の原因となるウイルスや、

「重症急性呼吸器症候群（SARS）」や2012年以降発生している「中東呼吸器症候群（MERS）」ウイル

スが含まれる。 

・ 新型コロナウイルスは、遺伝情報としてRNAをもつRNAウイルスの一種（一本鎖RNAウイルス）で、

粒子の一番外側に「エンベロープ」という脂質からできた二重の膜を持っている。自分自身で増え

ることはできないが、粘膜などの細胞に付着して入り込んで増えることができる。24時間～72時間

程度の時間、感染する力をもつ。 

 

（３）新型コロナウイルス感染症の症状 

・ 潜伏期は１から14日（平均５から６日）程度。発熱、咳、全身倦怠感等が主な症状。頭痛、下痢、

結膜炎、嗅覚障害、味覚障害等の症状がみられることもある。特に、乳幼児や高齢者、免疫不全、

末期腎不全、慢性閉塞性肺疾患等の一定の基礎疾患を有する者等が感染すると重症化するリスクが

あり、とりわけ80歳以上の方を含む後期高齢者等については、死亡例の多くを占めており、特に疾

病負荷が高い傾向にある。 

・ 一部の患者については、新型コロナウイルス感染症に罹患した後、他に原因が明らかでなく、罹

患してすぐの時期から持続する症状、回復した後に新たに出現する症状、症状が消失した後に再び
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生じる症状等の罹患後症状が長く継続することもある。 

 

（４）新型コロナウイルス感染症の診断 

・ 特有の臨床症状、所見はなく、確実な診断にはウイルス学的診断が必要である。 

・ 診断には、咽頭または鼻腔の拭い液あるいはうがい液を検体としたPCR法などによるウイルス遺

伝子の検出、ウイルス分離が用いられる。簡便な方法としては、各種の迅速診断用キットによるウ

イルス抗原の検出も普及している。 

・ また、抗原検査は短時間で結果が得られる利点がある一方、PCR検査と比較して感度が劣る場合

があるため、症状の有無や検査目的に応じて適切な検査法を選択することが求められる。抗体検査

については、感染の既往歴や免疫獲得状況の把握を目的とするものであり、診断目的には推奨され

ていない。 

・ 臨床症状は、他の急性熱性疾患と類似しており、それらとの鑑別が重要である。症状の経過、流

行状況、ならびに検査結果を総合的に評価することが、適切な診断と対応につながる。 

 

（５）新型コロナウイルス感染症の治療 

・ 安静にして休養をとることや対症療法のほかに、抗ウイルス薬が用いられることもある。 

・ 現在、新型コロナウイルス感染症の治療薬のうち、軽症者向けの経口薬としては、ラゲブリオカ

プセル（モルヌピラビル）、パキロビッドパック（ニルマトレルビル／リトナビル）及びゾコーバ

錠（エンシトレルビルフマル酸）が承認されている。このほか、ベクルリー点滴静注用（レムデシ

ビル）も承認されており、入院中の患者や肺炎を発症している患者、または重症化リスク因子を有

する軽症者に対して使用される静注薬である。 

・ ラゲブリオカプセル（モルヌピラビル）及びパキロビッドパック（ニルマトレルビル／リトナビ

ル）は、高齢者、肥満、基礎疾患のある方などの重症化リスク因子を有する者が対象であり、ゾコ

ーバ錠（エンシトレルビルフマル酸）は、重症化リスク因子のない者が対象とされている。 

・ なお、ラゲブリオカプセル（モルヌピラビル）及びゾコーバ錠（エンシトレルビルフマル酸）は、

妊婦又は妊娠している可能性のある女性は投与禁忌である。 

 

（６）新型コロナウイルス感染症の予防 

・ 基本的な予防方法としては、日頃からの十分な休養とバランスのとれた栄養の接種、外出時の不

織布製マスクの着用（２歳未満の乳幼児に対しては、着用は奨められない）、外出から戻った際の

手洗いに加え、定期接種の対象となる者においてはワクチン接種等の方法等がある。 

 

表２：インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症に関する特徴 

 インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症 

病原体 インフルエンザウイルス コロナウイルス 

感染経路 飛沫感染・接触感染 飛沫感染・接触感染・エアロゾル感染 

流行期 

冬（夏期に流行する地域もある。） 

※10月下旬頃から発生し（12月下旬～１

月にピーク）、４月上旬頃までに終息 

夏と冬 
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潜伏期間 １から３日程度 １から14日（平均５から６日）程度 

感染期間 発症直前から、発病後３日程度 発症から24時間～72時間程度 

症状 

38度以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、

全身倦怠感等のほか、のどの痛み、鼻水、

咳等 

・発熱、咳、全身倦怠感のほか、頭痛、

下痢、結膜炎、嗅覚障害、味覚障害等 

・一部の患者に罹患後症状 

診断 

・咽頭、鼻腔の拭い液、うがい液などを

用いたＰＣＲ法、ウイルス分離 

・臨床症状は他の急性熱性疾患と類似 

・咽頭、鼻腔の拭い液、うがい液などを

用いたＰＣＲ法、ウイルス分離 

・臨床症状は他の急性熱性疾患と類似 

治療 
・安静にして休養をとることや対症療法 

・抗ウイルス薬 

・安静にして休養をとることや対症療法 

・抗ウイルス薬 

予防 
・基本的な感染症対策及びワクチン接種

等 

・基本的な感染症対策及びワクチン接種

等 
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第２章 施設等内感染防止 

１．施設等内感染防止の基本的考え方 

・ 重症化するリスクの高い者が多く利用する施設等においては、施設等内に感染症を引き起こす病原

体が持ち込まれないようにすることが施設等内感染防止の基本となることから、個々の職員等の判断

に委ねるのではなく、施設全体として対策に取り組むことが必要である。施設内に感染が発生した場

合には、関係機関と連携するとともに、感染の拡大を可能な限り阻止し被害を最小限に抑えることが

重要であることから、日頃から保健所、協力医療機関、自治体担当部局等との連携体制の構築を目指

すことが必要である。 

 

・ 施設等において感染防止策を講ずる際は、本章に記載した一般的な感染防止策を参考にしつつ、入

所や通所の有無等、当該施設等の形態や、対応可能な範囲で、当該施設等に応じた感染防止策を講ず

ることが望ましい。 

・ なお、特に、重症化するリスクの高い者が多く利用する医療機関等及び社会福祉施設等においては、

本章に記載する基本的な事項に加えて、別途お示ししている「良質な医療を提供する体制の確立を図

るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」（平成19年3月30日医政発0330010号

厚生労働省医政局長通知。以下「医療法改正施行通知」という。）・「医療機関における院内感染対策

について」（平成26年12月19日医政発1219第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）や、「介護

現場における感染対策の手引き第３版」（令和５年９月厚生労働省老健局）なども参照し、適切に施

設等内感染防止対策を適切に講ずることが必要である。また、これらの施設においては、必要に応じ、

施設ごとに職種横断的な常設の施設内感染対策委員会等を設置するなどして、施設内感染が発生した

場合の原因の分析、改善策の立案及び実施並びに職員等への周知、各々の施設の特性に応じた事前に

行うべき対策（事前対策）、実際に発生した際の対策（行動計画）について議論し、独自の感染対策

の指針等を策定することなどが重要である。事前対策については、感染が発生する前に着実に実施し

ておくことが重要であり、行動計画についても、発生を想定した訓練を行っておくことが望ましい。 

［良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について］ 

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001048788.pdf  

［医療機関における院内感染対策について］ 

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000845013.pdf  

［介護現場における感染対策の手引き第３版］ 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf  

 

２．施設内感染対策委員会の設置 

（１）基本的な考え方 

・施設内感染対策委員会は、施設内感染対策を立案し、各部署での実施を指導・監督し、実施状況の

評価を行うことが考えられる。 

・医療機関等については医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第１条の11第２項第１号ロに院

内感染対策のための委員会設置について規定されており、また委員会が満たす基準について医療法

改正施行通知に示しているので参照すること。 

・そのほか、重症化するリスクの高い者が多く利用する社会福祉施設等においては設置することが望

ましい。それ以外の施設等においては、当該施設等の特性に応じて、必要があれば設置する。 
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（２）施設内感染対策委員会の設置 

・ 施設内感染対策委員会が、同時に複数の感染症を取り扱う場合は、急性呼吸器感染症対策の責任

者を決めるとともに、感染症に詳しい医師、看護師などが施設内にいない場合は、外部からの助言

を得るなど、正確な情報に基づき対策を立てることが重要である。 

 

（３）施設等内感染リスクの評価 

・ 施設内感染対策委員会の重要な仕事は、当該施設における急性呼吸器感染症のリスク評価である。

例えば、過去において、急性呼吸器感染症の患者数、死亡者数がどの程度発生したか、また現時点

において、65歳以上の高齢者、心疾患や呼吸器疾患等の基礎疾患を有する者などの高リスク者がど

の程度当該施設を利用しているかについて、事前に把握する。 

・ 過去の情報のまとめとしては、前年（できれば過去３年間）に当該施設で診断されたインフルエ

ンザ・新型コロナウイルス感染症等の急性呼吸器感染症患者の把握を行った上で、これらの患者の

中の代表例について、発病から診断、治療の過程を調査しておくこと等が考えられる。 

 

（４）施設内感染対策指針の作成・運用 

施設内感染対策委員会は、各施設の具体的状況に応じて必要があれば、「施設内感染対策指針」を

策定すべきである。施設内感染対策委員会は、その指針の運用に関する指導・監督及び施設等利用者

の入院等が必要となった場合を想定した協力医療機関の確保と連携にも留意することが望ましい。 

なお、医療機関等については、医療法施行規則第１条の11第２項第１号イの規定及び医療法改正施

行通知において、院内感染対策のための指針の策定が規定されていることから、施設内感染対策委員

会の設置の有無にかかわらず、これらを参照のうえ、感染対策の指針を策定しなければならない。 

 

３．発生の予防 

（１）急性呼吸器感染症の発生に関する情報の収集 

① 地域での流行状況 

・ 施設等内での急性呼吸器感染症の流行予防を適切に講ずるに当たっては、当該施設等のある地

域における急性呼吸器感染症の流行状況を適時確認しておくことが重要である。 

・ 急性呼吸器感染症の発生動向に関しては、各都道府県が選定した全国約3,000か所の急性呼吸

器感染症定点医療機関から報告される急性呼吸器感染症・インフルエンザ・新型コロナウイルス

感染症の発生状況について、情報収集を行うとともに、集められた情報を分析し、公表している。

このほか、インフルエンザ様疾患発生報告（学校欠席者数）、インフルエンザ及び新型コロナウ

イルス感染症の入院患者の概況も公表していることから、こうした媒体を活用し、適宜情報収集

することが望ましい。 

※インフルエンザ様疾患発生報告（学校欠席者数）：全国の保育所、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校にお

いてインフルエンザ様疾患による休校、学年閉鎖又は学級閉鎖があった場合に、その施設数を計上するととも

に、当該措置を取る直前の学校、学年、学級における在籍者数、患者数及び欠席者数を計上するもの 

※インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の入院患者の概況：各都道府県が選定した全国約500か所の基

幹定点医療機関から報告されるインフルエンザの入院患者の概況 

［インフルエンザ］ 
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https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/houdou.html  

［新型コロナウイルス感染症］ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00086.html  

② 施設内の状況 

・ 施設内での流行を察知するためには、常日頃から施設等内や施設等利用者における感染症の発

生動向を把握しておくことが必要である。 

・ 特に早期に施設内での流行を把握するために、特に、インフルエンザ・新型コロナウイルス感

染症の流行シーズンに入る前に、流行期間中に施設内の発生動向を適切に把握する体制を決めて

おくことが望ましい。例えば、38℃を超える発熱患者が発生した場合、関係部署等へ報告・情報

共有を速やかに行うためのフローを定めておくことなどが考えられる。 

 

（２）施設等への病原体持ち込みの防止 

① 基本的考え方 

施設等内へ病原体が持ち込まれることを防止することは、急性呼吸器感染症の施設等内感染対策

において最も重要な対策の一つである。 

② 利用者の健康状態の把握 

・ 利用者については、定期的な健康チェックにより常に健康状態を把握することが重要である。 

・ 重症化するリスクの高い者が多く利用する医療機関等及び社会福祉施設等における入所・入居

時における健康管理としては、65歳以上の高齢者や、心肺系の慢性疾患、糖尿病、腎疾患等の有

無をチェックし、あらかじめ急性呼吸器感染症に罹患した場合の重症化リスクの有無について把

握しておくことが重要である。 

・ また、重症化するリスクの高い者が多く入居している医療機関等及び社会福祉施設等において

は、正月休み等の期間に外泊が行われることがあるが、過去には外泊中に感染した入所者から流

行が施設内に拡大した事例が報告されていることからも、利用者が外泊から戻る際には健康状態

のチェックを行うことが重要である。さらに、可能であれば、重症化リスクが高い者が外泊等を

行う場合においては、外泊先において感染症にかかっている者がいないか確認するなどの配慮を

行う。 

③ 利用者へのワクチン接種及び一般的な予防の実施 

・ 新型コロナウイルス感染症については、特に、乳幼児や高齢者、免疫不全、末期腎不全、慢性

閉塞性肺疾患等の一定の基礎疾患を有する者等が感染すると重症化するリスクがあり、令和６年

（2024）人口動態統計によると、新型コロナウイルス感染症による死亡数は60代で約1,200人、7

0代で約5,600人、80歳以上で約29,000人であり、とりわけ80歳以上の方を含む後期高齢者等につ

いては、新型コロナウイルス感染症による死亡例の多くを占め、特に疾病負荷が高い傾向にある

ことから重症化予防を目的としたワクチン接種が重要です。特に重症化リスクの高い者が多く利

用する医療機関等及び社会福祉施設等においては、利用者に対して、予防接種の意義、有効性、

副反応の可能性等を十分に説明して同意を得た上で、積極的に予防接種の機会を提供するととも

に、接種を希望する者には円滑に接種がなされる様に配慮することが重要である。 

④ 面会者等の外部からの訪問者への対応 

・ 流行状況に応じて、咳や発熱等の症状を呈する者による施設利用者への面会等の施設訪問は、

各施設、訪問者、利用者等の事情を踏まえた上で、必要に応じて制限することも検討する。また、
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面会の可否及び面会時の注意点、制限の状況等を、面会者、利用者等に丁寧に説明するなど、理

解を求める活動が必要である。 

・ 一方で、特に重症化リスクの高い者が多く利用する医療機関等及び社会福祉施設等においては、

面会は患者・入所者やその家族（家族以外の介護者、患者・入所者が大切に思う人を含む）の生

活の質を保つ上で重要である。患者等が家族等との面会する機会が大きく損なわれることは、患

者等及び家族等に精神的不安をもたらし、患者等の権利を制約している可能性があり、医療機関

等には、その時々の感染拡大状況ならびに社会的合理性も踏まえ、過度な面会制限にならないよ

う院内・施設内のルールを決定し、また必要に応じてルールを変更する等の柔軟な対応が必要で

ある。 

・ 特に重症化リスクの高い者が多く利用する医療機関等及び社会福祉施設等は、患者等及び家族

等から面会に関する相談があった場合には、現状とともに、面会の可否及び面会時の注意点、制

限の状況等を丁寧に説明する。対面での面会が適当でないと判断される場合には、患者等及び家

族等に対してその理由を十分に説明し、例えばオンライン面会等の具体的な代替策を提示するこ

とが望ましい。 

⑤ 施設等従業者のワクチン接種と健康管理 

・ 一般的には、外部との接触の機会の多さから、施設等従業者が最も施設等に病原体を持ち込む

可能性が高い集団であり、かつ、重症化リスクの高い者にも密接に接する集団であることを認識

する。 

・ 施設等従業者に対しても常日頃から適切に健康管理をすることが重要である。咳の症状を呈し

た場合には、マスクや咳エチケットなどの適切な感染予防対策を講じ、感染を拡大しないように

十分に注意しながら就業する旨を指導することも検討する。特に、施設等従業者が咳に加え、発

熱等の症状を呈している場合には、症状が改善するまで就業を控えるよう指導すること等も検討

する。 

・ 学校を除く施設等従業者に対して、予防接種の意義・有効性と副反応の可能性等を十分に説明

して同意を得た上で、積極的に予防接種の機会を提供するとともに、接種を希望する者には円滑

に接種がなされる様に配慮する。 

⑥ その他 

・ 施設等内感染対策は、施設等の衛生の確保に加え、手指衛生の徹底、適切な個人防護具の着用、

ゾーニング、室内換気、加湿器等の設置などを検討する。施設等の衛生等の確保のために必要な

物品については、計画を立てて積極的な整備を進める。ただし、設備・構造の整備は、感染症対

応において補完的なものであり、実際にそれを有効に活用するための活動が行われてこそ生かさ

れることに留意する必要がある。 

＜窓開けによる換気のコツ＞ 

・対角線上にあるドアや窓を２か所開放すると効果的な換気ができます。 

・窓が１つしかない場合は、部屋のドアを開けて、扇風機などを窓の外に向けて設置しましょ

う。 

＜冬場における換気の留意点＞ 

窓開けを行うと一時的に室内温度が低くなってしまいます。暖房器具を使用しながら、換気

を行ってください。 

暖房器具の近くの窓を開けると、入ってくる冷気が暖められるので、室温の低下を防ぐこと

ができます。なお、暖房器具の種類や設置位置の決定に当たっては、カーテン等の燃えやす

い物から距離をあけるなど、火災の予防に留意してください。 
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短時間に窓を全開にするよりも、一方向の窓を少しだけ開けて常時換気を確保する方が、室

温変化を抑えられます。この場合でも、暖房によって室内・室外の温度差が維持できれば、

十分な換気量を得られます。 

人がいない部屋の窓を開け、廊下を経由して、少し暖まった状態の新鮮な空気を人のいる部

屋に取り入れることも、室温を維持するために有効です。 

・窓を十分に開けると室温を 18℃以上に維持できない場合には、換気不足を補うために、HEPA

フィルタによるろ過式の空気清浄機を併用することが有効です。 
 

４．発生時の対応 

（１）患者への医療提供 

① 療養の場所 

・ 施設等内で患者が発生した場合は、施設等内でその感染を拡大させない措置を講ずることが重

要である。 

・ 重症化リスクの高い者が多く利用する医療機関等及び社会福祉施設等のうち、高齢者の入所施

設等の多床室において患者が発生した場合には、可能な限り個室で療養させることが望ましい。

この場合、患者本人を個室に移動させる方法と、同室者を他室に移動させて患者の居室を個室状

態にする方法が考えられる。ただし、移動させる同室者に感染の可能性がある場合、感染の可能

性がない他の利用者と同室にならないようにするなど、感染の拡大を防止することを第一に考え

るべきである。（これまで、移動させた居室でさらに感染が拡大するという事例の報告もあり、

十分慎重に配慮することが望ましい。）感染症の流行が拡大している場合には、患者発生時に当

該患者を個室に移動させることができるようにしておくため、可能な限り施設内に空室の個室を

用意しておくことが望ましい。個室を用意することができない場合においては、患者とその他の

利用者をカーテン等で遮蔽をする、ベッド等の間隔を２メートル程度あける、患者の同室者に対

して、当該同室者の全身状態を考慮しつつ、不織布製マスクの着用・手洗い等の感染防止対策が

徹底されるように指導する等の方法で対応することが考えられる。 

② 医療機関との協力体制 

・ とくに高齢者が入所している施設等においては、感染症と診断された患者が、高齢者等の重症

化リスクが高い者である場合や合併症を併発した場合、状況に応じて医療機関へ連絡し、患者を

入院させることも検討する。 

・ そのため、こうした施設等においては、普段から患者の入院を依頼する協力医療機関の確保に

努め、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症の流行シーズンに入った場合は、当該医療機

関と、空床情報や施設内患者発生状況について、密接な情報交換に努めることが重要である。 

・ なお、高齢者の入所施設以外の施設等においても、施設等利用者が感染症と診断された場合に

適切に医療の提供を受けることができるよう、必要に応じ、施設等の周辺の医療機関の状況につ

いて情報収集をしておくことが望ましい。 

 

（２）感染拡大経路の遮断 

施設等内で集団感染が発生した場合には、食堂に集まっての食事、機能訓練室等で同時に行われる

リハビリテーションやレクリエーション、共同浴場での入浴等、施設等内において多くの人が集まる

場所での活動の一時停止等を検討する。 
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（３）積極的疫学調査の実施について 

・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号。以下「感染

症法」という。）においては、急性呼吸器感染症はそのほとんどが５類感染症に位置づけられてい

る。施設等内で通常と異なる傾向の急性呼吸器感染症の集団感染が発生し、施設長がその原因究明

及びまん延防止措置を要望した場合等には、都道府県等は、必要に応じて、施設等の協力を得なが

ら積極的疫学調査（感染症法第15条に規定する感染症の発生の状況、動向及び原因の調査）を実施

することとされており、各施設等においても同調査への協力が望まれる。 

・ 施設等自らも、施設等内感染の再発防止に役立てるため、感染経路等の感染拡大の実態把握、感

染拡大の原因の調査・分析を実施することが望ましい。 

・ また、とくに高齢者入所施設等において施設内感染伝播が発生している場合には、国立健康危機

管理研究機構（JIHS）等による適切なリスク評価に基づき、施設等利用者や従業者に対して抗微生

物薬等の予防投薬を早期に実施することなども考慮されうる。 

 

（４）連絡及び支援の要請 

・ 施設等内で感染症の集団発生が生じた場合には、「新型コロナウイルス感染症の院内感染に関す

る保健所への報告及び相談について」（令和５年４月28日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事

務連絡）及び「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」（平成17年２月22日

付け健発第0222002号・厚生労働省健康局長他連名通知）も参考にしながら、基本的に管轄の保健

所等に連絡を行い、必要があれば速やかに支援を求めることが重要である。 

［社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について］ 

https://www.mhlw.go.jp/content/001092966.pdf   

https://www.mhlw.go.jp/content/001092967.pdf   

［新型コロナウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について］ 

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001271040.pdf   

  

表３：施設等内における感染症対策に関する一例 

施設内感染対策

委員会の役割 

・地域における急性呼吸器感染症の流行状況の把握 

・施設内感染対策指針の作成、運用、職員教育、施設等内感染対策の総合評価 

・構造設備と環境面の対策の立案、実施 

・感染が発生した場合の指揮、施設内感染リスクの評価、 

施設等内感染リ

スクの評価ポイ

ント 

・過去３年間に診断されたインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症等の急性

呼吸器感染症患者数 

・代表的な症例について発病から診断、治療の過程を調査、分析 

・65歳以上の高齢者、基礎疾患を有する者等、重症化リスクの高い者の把握 

施設内感染対策

指針に盛り込む

べきポイント 

・地域における急性呼吸器感染症の流行状況の把握方法 

・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症等の急性呼吸器感染症を疑う場合

の症状等 

・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症等の急性呼吸器感染症と診断され

た者又は疑いのある者への施設等内での対応 

・重症化した場合及び重症化が予想される場合の医療機関への入院の手続き 
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・協力医療機関の確保と連携 

病原体の施設等

内への持ち込み

防止のポイント 

・利用者の健康状態の把握（ワクチン接種状況を含む。） 

・施設等に出入りする人の把握（施設等従業者へのワクチン接種状況を含む。） 

・施設等内の手指衛生周りの設備設置、加湿器等の整備 

 


